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所
得
割
額
の
算
定
方
法
が
変
更

地方税法の改正で、平成15年度分から国
民健康保険税の所得割額の算定方法などが
変わりました。住民税などとの整合性をと
り、税負担の公平化を図るため改正された
もので、所得割額の算定となる所得額が下
記の計算式のとおり変更になりました。な
お、所得額に町の定めた税率６％を掛けて
得た額が国民健康保険税のうちの所得割額
となります。
公的年金等特別控除の廃止
これまで65歳以上の人の公的年金等控除

に上乗せされていた公的年金等特別控除
（上限17万円）が廃止されました。
・新しい計算式　所得額＝年金収入－公的
年金等控除－基礎控除33万円
給与所得特別控除の廃止
これまで給与所得者の給与所得控除に上

乗せされていた控除（上限２万円）が廃止
されました。
・新しい計算式　所得額＝給与収入－給与
所得控除－基礎控除33万円
青色専従者給与等控除の適用
これまで国民健康保険の所得割額の算定

では認められていなかった自営業者や漁業
者、農業者などの専従者への給与分の控除
が適用されます。
・新しい計算式　所得額＝事業収入－必要経費－青色
専従者給与等控除－基礎控除33万円
長期譲渡所得等特別控除の適用
これまで長期譲渡所得金額などの特別控除は認めら

れていませんでしたが、譲渡の目的などに応じた控除
が適用されます。
・新しい計算式　所得額＝長期譲渡所得等―譲渡所得
にかかる特別控除―基礎控除33万円
介護保険分課税限度額の変更
昨年度まで課税限度額７万円であったものが、８万

円に変更になりました。
�問い合わせ　役場税務課（�82－3111内線111）へ。
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岸
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催
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懐
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